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Ⅰ 基本構想 

 

計画の基本方針 

 

 阿久比町では、これまでの交通安全計画の取り組みにより、交通事故の死傷者数を

ピーク時の平成１７年の３２１人から、令和３年には１２６人と大幅に減少させた。

また、平成２８年１１月以降、町内での交通死亡事故ゼロなどの成果を上げてきたと

ころである。 

しかし、交通事故件数についても同様に減少しているものの、車中心の現代社会に

おいて、依然として交通事故の被害者、加害者が受ける損失は大変大きなものである。

このため、高齢化の進展はもちろん、大規模宅地開発に伴う児童・生徒の増加に対し

て、交通弱者を守るための交通安全対策がさらに求められている。加えて、これまで

実施してきた各種施策の深化はもちろんのこと、時代のニーズに応える対策に取り組

むことが必要である。 

 このため、人優先の交通安全思想に立ち返り、交通事故のない社会の実現を目指し、

道路網及び交通安全施設等の整備、公共交通機関の利用促進、さらには、町民一人一

人の更なる交通安全意識の高揚を図ることが重要である。そこで、令和３年７月に本

町は、車両の使用者等と比較して弱い立場にある歩行者等、特に交通事故に遭いやす

い高齢者や子どもたちへ一層の安全について、本町の規範として示す「歩行者優先の

まち」を宣言した。 

 こうした施策の推進するため、「第１１次愛知県交通安全計画」（令和３年７月）の

策定を受け、令和４年度から令和８年度までの本町における交通安全施策の大綱を定

め、各種関係機関、組織等が一体となって諸施策を推進し、また町民の理解と協力の

下に、歩行者、自転車利用者、幼児及び高齢者等にとって安全、安心で円滑な交通環

境を確保することで、悲惨な交通事故をなくし、「いのちを守るまちづくり」を目指

すものとする。 
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Ⅱ 交通事故発生状況 

 

阿久比町における交通事故発生状況は、平成１１年以降において平成２３年までは、

件数が２００件を超える年が多く、死傷者も平成２２年を除いては、２５０人を超え

る状況が続いていた。しかしながらその後は減少の傾向にあり、令和３年においては

事故件数１０２件、死傷者１２６人とピーク時の半数程度にまで減っている。また、

平成２８年を最後に交通事故による死者は発生していない。 

学区別交通事故発生状況は、英比学区が最も多く、その次に南部学区、東部学区が

続き、ほぼ町内４学区の人口や面積に比例して交通事故が発生する傾向にある。 

車種別では、自動車による事故が大半を占め、二輪車の事故を含め、その発生件数

は、平成２８年から減少傾向であるが、歩行者及び自転車の事故はほぼ横ばいで推移

している。 

年齢別では、一般（２５～６４歳）の死傷者数が最も多く、子どもや若者、高齢者

は、全体的に数は少ないが、一般と比べ減少幅が少ない。 
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Ⅲ 講じようとする施策 

１ 交通環境の整備 

 

  【現状と問題点】 

 

本町は、南北に県道名古屋半田線、東西に県道西尾知多線が通っている。この

両線を交差するようにして知多半島道路が交差しており、両県道より阿久比インタ

ー、阿久比インターより両県道を利用する車両が非常に多く、朝夕には交通渋滞を

引き起こしている。また、大規模宅地開発に伴う児童生徒数の急増により、登校時

に混雑することで事故の危険性が高まっている。この渋滞緩和や歩行者・自転車等

の安全確保を図るため、周辺道路において道路の拡幅工事・歩道設置工事が検討さ

れており、重点的に道路整備が進められている。 

 

  【計 画】 

 

（１）道路の整備による交通安全対策の推進 

基本的な交通の安全を確保するため、一般道路の新設、改築にあたっては、

交通事故等を防止し、安全、円滑かつ快適な交通を確保するため、体系的な道

路整備を推進する。 

   ア 歩道等の整備、拡幅 

歩行者優先の交通環境を形成するため、道路の新設、改築事業を推進する

にあたっては、道路の安全利用が図られるように歩道等の整備を推進する。 

  イ 交差点の改良 

交差点における交通事故防止及び円滑な交通確保のため、道路交差形状の

修正、右折車線の設置等交差点の整備を図る。 

 

（２）交通安全施設等の整備 

交通事故の多発している道路、その他緊急に交通の安全を確保する必要があ

る道路については、安全、円滑かつ快適な道路交通安全環境の確保に努める。 

ア 信号機の設置、改良 

交通の安全と円滑を図るため、まだ信号機の設置がなされていない主要交

差点において、信号機の新設設置を関係行政機関に要望していく。また、道

路の整備、拡幅工事など道路管理者側の整備を必要とする箇所については、

道路主管課と調整を図りながら交通実態に適合した信号機の設置、改良、高

輝度化について関係行政機関と協議し推進する。 
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イ 歩行者、自転車利用者の安全確保 

歩行者、自転車利用者の安全を確保するため、町内で歩行者、自転車利用

者の多い地域を中心として、横断の安全を確保するため歩行者感応信号機、

歩車分離式信号機及び横断歩道等の整備を図るため、関係機関と協議を進め

る。 

ウ 高齢者、障害者等の安全確保 

高齢者及び障害者等を含めすべての人が安全に安心して暮らせる社会を

実現するため、駅、公共施設等の周辺を中心に平坦性の確保された幅の広い

歩道の整備、視覚障害者誘導用ブロック等の施設の設置、改善を実施する。 

エ その他の交通安全施設の整備 

道路の構造及び交通の状況等により、交通の安全を確保するために必要な

箇所には、カーブミラー、防護柵、道路照明灯、道路標識、回転灯及び区画

線等必要な交通安全施設の整備を図る。 

 

 （３）その他交通環境の整備 

ア 公共交通機関利用の促進 

交通事故の大きな原因を占める自動車等の利用を減らし、子どもから高齢

者まで幅広い世代の町民が安心して生活するための移動手段を確保するため、

鉄道や循環バスなど公共交通機関利用を推進する施策を展開する。 

イ 違法駐車、迷惑駐車をなくすモラル意識の醸成 

各季の交通安全運動等の機会をとらえ、住民参加・協働型の活動を推進し、

違法駐車、迷惑駐車をなくすモラル意識の醸成を図る。 

ウ 道路使用等の適正化 

道路の使用及び占用については、道路の構造を保全し、安全かつ円滑な道

路交通を確保するため適正な運用を行うとともに、パトロールや指導取締り

による不法占用物件等の排除等の是正を実施し、防止のための啓発活動を積

極的に行う。 

さらに、道路占用工事については綿密な調整を行い、交通安全上の措置を

徹底する。 

エ 自転車駐車対策の推進 

鉄道駅周辺地域の状況に応じ、放置自転車クリーンキャンペーン等により、

駐輪場や道路に放置されている自転車の排除や整理整頓に努め、良好な環境

づくりを進め安全で円滑な交通の確保を図る。 
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町内自転車駐車場一覧表 

表―５                       （令和３年４月１日現在） 

駅 名 駐  車  場 
敷地 

面積 

収容 

能力 
設置者 地権者 

巽ケ丘駅 
巽ケ丘駅東第 1 

自転車等駐車場 
86㎡ 76台 阿久比町 阿久比町 

〃 
巽ケ丘駅東第 2 

自転車等駐車場 
428 290 〃 名古屋鉄道㈱ 

〃 
巽ケ丘駅東第 3 

自転車等駐車場 
205 135 〃 〃 

坂部駅 坂部駅東自転車等駐車場 120 62 〃 阿久比町 

〃 坂部駅西自転車等駐車場 216 137 〃 名古屋鉄道㈱ 

阿久比駅 
阿久比駅前第 1 

自転車等駐車場 
165 106 〃 阿久比町 

〃 
阿久比駅前第 2 

自転車等駐車場 
232 190 〃 名古屋鉄道㈱ 

〃 
阿久比駅前第 3 

自転車等駐車場 
203 134 〃 〃 

〃 
阿久比駅前第 4 

自転車等駐車場 
 64 44 〃 〃 

〃 
阿久比駅前第 5 

自転車等駐車場 
 84  78 〃 〃 

植大駅 
植 大 駅 前 

自転車等駐車場 
196  88 〃 〃 

（防災交通課調べ） 
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オ 子どもの遊び場等の確保 

      子どもの遊び場の不足を解消し、路上遊戯等による交通事故の防止に

資するとともに、市街地における住みやすい環境づくりを図るため、街

区公園、近隣公園等の整備を推進する。また、ちびっこ広場については、

管理する行政区に対する補助等を通じ、その維持に努める。 

 

 

都市公園の状況 

表―６                       （令和３年４月１日現在） 

都市公園（合計） 街区公園 近隣公園 その他の公園 

箇 所 
面 積 

(ha) 
箇 所 

面 積 

(ha) 
箇 所 

面 積 

(ha) 
箇 所 

面 積 

(ha) 

45 8.64 16 5.06 1 1.20 28 2.38 

（建設環境課調べ） 

 児童遊園・児童館の状況 

表―７                       （令和３年４月１日現在） 

区  分 ちびっこ広場 児童館 

箇所数 １３ １ 

（子育て支援課調べ） 
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２ 交通安全教育の普及 

 

【現況と問題点】 

 

現在、本町における交通事故の原因をみると、運転者、歩行者及び自転車利用者

などの不注意と安全意識の欠如によるものが少なくない。 

そこで、増大する交通量から歩行者及び自転車利用者等に対し、正しい交通ルー

ルと交通マナーの実践を習慣づけることが重要であり、とりわけ子どもや高齢者な

どの交通弱者の安全を確保する必要がある。 

よって、交通指導員を中心とし、交通安全教室やイベント等での啓発活動などあ

らゆる機会を利用して、町民の交通安全意識が高まるよう努めることが重要である。 

 

 

 

【計 画】 

 

（１）生涯にわたる交通安全教育の推進 

交通安全意識を向上させ交通マナーを身に付けるためには、人間の成長過程に

あわせ、生涯にわたる学習を促進して、一人一人が交通安全の確保を自らの課題

として捉えるよう意識の改革を促すことが重要である。 

このため、幼児から成人に至るまで、段階的かつ体系的に交通安全教育を行う

とともに、高齢化社会が進展する中で、人優先の交通安全思想の下、高齢者自身

の交通安全意識の向上を図りながら、他の世代に対しても高齢者に配慮する意識

を高めるための啓発活動を強化する。 

また、自転車を使用することが多い児童、中学生及び高校生に対し、将来の運

転者教育の基礎としての自転車の安全利用に関する指導を行う。 

ア 幼児に対する交通安全教育 

幼児に対する交通安全教育は、心身の発達段階に応じて基本的ルールを遵

守し、交通マナーを実践する態度を習得させるとともに、日常生活において

安全に道路を通行するための基本的な技術及び知識を習得させることを目

標とする。そのため、日常の教育・保育活動のあらゆる場面をとらえて、ビ

デオや紙芝居あるいは腹話術などの視覚的教育、園庭や実際の歩道上での実

技指導、また手本となる保護者を対象に家庭での適切な指導ができるよう交

通安全教育を計画的かつ継続的に行う。 

このため、各保育園・幼稚園・こども園において園児及び保護者に対し、

交通安全教室を実施する。 

イ 児童に対する交通安全教育 

小学生については、家庭及び関係機関等と連携・協力を図りつつ、体育、



12 

 

道徳、総合的な学習の時間、特別活動など学校の教育活動全体を通じて、安

全な歩行の仕方、自転車の安全な利用、危険の予測と回避、交通ルールの意

味及び必要性について重点的に交通安全教育を実施する。 

このため、各小学校の学年ごとに交通安全教室を実施する。 

ウ 中学生に対する交通安全教育 

中学生については、家庭及び関係機関等と連携・協力を図りつつ、保健体

育、道徳、総合的な学習の時間、特別活動など学校の教育活動全体を通じて、

安全な歩行の仕方、自転車の安全な利用、自動車等の特性、危険の予測と回

避、標識等の意味、自転車事故における加害者責任、応急手当等について重

点的に交通安全教育を実施する。 

このため、自転車の安全な利用等も含め、安全な通学のための教育教材や

チラシ等を作成・配布する。 

エ 高校生に対する交通安全教育 

高校生については、家庭及び関係機関等と連携・協力を図りつつ、保健体

育、総合的な探求の時間、特別活動など学校の教育活動全体を通じて、自転

車の安全な利用、二輪車・自動車の特性、危険の予測と回避、運転者の責任、

応急手当等について更に理解を深めるとともに、生徒の多くが、近い将来、

普通免許等を取得することを前提とした交通安全教育を行う。 

このため、自転車の安全な利用等も含め、安全な通学のための教育教材や

チラシ等を作成・配布する。 

オ 成人に対する交通安全教育 

成人については、自動車等の安全運転の確保の観点から、運転者としての

社会的責任の自覚、安全運転に必要な技能及び技術、特に危険予測・回避の

能力向上、交通事故の悲惨さに対する理解及び交通マナーの向上を目標とし、

各種団体が行う講習や事業所が行う社員向け講習など、社会人としての自主

的な安全運転管理推進の啓発に努める。 

カ 高齢者に対する交通安全教育 

高齢者については、加齢に伴う身体機能の変化が歩行者または運転者とし

ての交通行動に及ぼす影響や、運転者側から見た歩行者や自転車の危険行動

を理解させるとともに、自ら納得して安全な交通行動を実践することができ

るよう必要な実践的技能、交通ルール等の知識を再認識させることを目標と

する。交通安全教室の開催、各種交通安全行事への参加、社会活動・福祉活

動等の多様な機会を活用し、高齢者の交通安全教育を実施する。 

また近年、加齢に伴う運転技術の低下や、認知症などの原因による自動車

等運転者の引き起こす交通事故が増加しているため、高齢者が自動車の運転

をしなくとも活力ある充実した生活が送れるよう鉄道や循環バスなどの公

共交通機関の利用促進を図り、高齢者の運転免許証自主返納を促す。 
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  キ 自転車乗車時の保険等の加入、ヘルメットの着用について 

愛知県では令和３年１０月に、自転車に係る事故の被害の軽減と被害者の

保護に資するため、「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」により、

自転車乗車時の保険等の加入の義務化、及びヘルメット着用の努力義務化が

定められた。このため、すべての年代の交通安全教育の場において、保険等

の加入、ヘルメットの着用について周知を行う。 

（２）交通安全に関する普及啓発活動の推進 

ア 交通安全運動の推進 

町民一人一人に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正

しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、地域住民・関係機関・団体及

び事業所等が連携して、各季の交通安全キャンペーンの実施など、交通安全

運動を組織的かつ継続的に展開する。 

また、「飲酒運転撲滅運動」はもとより、自動車・自転車の「交通安全スリ

ーＳ運動」（ストップ・スロー・スマート）、「ライト・オン運動」、全座席シ

ートベルト着用、道路横断者の「ハンド・アップ運動」、夜間歩行者の反射材

の使用、自転車乗車時のヘルメット着用等を推進する。 

主な交通安全運動 

・春の全国交通安全運動        ４月 ６日～ ４月１５日 

・夏の交通安全県民運動        ７月１１日～ ７月２０日 

・秋の全国交通安全運動        ９月２１日～ ９月３０日 

・年末の交通安全県民運動        １２月１日～１２月１０日 

・交通事故死ゼロの日       毎月１０日・２０日・３０日 

・横断歩道の日    毎月１１日 

・シートベルト・チャイルドシートの日 毎月２０日 

イ 広報活動の推進 

町民の交通安全意識の高揚を図るため、関係行政機関及び民間の交通安全

団体が密接な連携のもとに、家庭、地域及び職場等それぞれに応じた効果的

な広報媒体を利用して、交通事故の実態に即し日常生活に密着した広報を適

宜に実施する。 

 

主な広報活動 

・広報紙による啓発 

・広報車による啓発 

・のぼり旗・立看板・横断幕等の設置 

・交差点立哨等による街頭啓発活動 

・交通安全キャンペーンなどのイベント開催 

・電光掲示板による啓発 

・ホームページ、ＳＮＳ、アグナビを利用した啓発 
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（３）交通安全に関する民間団体等の活動の推進等 

ア 地域社会における交通安全機関・団体の育成指導 

地域の交通安全活動に重要な役割を果たしている交通安全母の会及び交

通少年団について、積極的な指導育成に努める。 

イ 住民参加・協働の推進 

交通の安全は、住民の安全意識により支えられることから、住民自らが交

通安全に関する意識改革を進めることが重要である。行政、民間団体、企業

等と住民が連携を密にした上で、安全で良好なコミュニティ形成を図るため、

住民や道路利用者など地域と行政が協力し、交通安全総点検等住民が積極的

に参加できるような仕組みをつくるなどの交通安全対策を推進する。 

 

  交通少年団の組織状況 

 表―８                     （令和３年４月１日現在） 

組 織 数 名  称 人   員 

１ 宮津団地交通少年団 ７ 名 

（防災交通課調べ） 
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３ 安全運転の確保 

 

 （１）運転者に対する講習の充実 

運転者全般の資質の向上を図るため、高齢者等を対象にあらゆる機会を通じ

て安全運転講習を積極的に実施する。 

（２）街頭指導の推進 

運転者及び同乗者が、交通事故に遭遇した際の被害を最小限に軽減させるた

め、運転者及び同乗者に対するシートベルト並びに二輪車等におけるヘルメッ

トの着用、シートベルト・チャイルドシートの日及び同着用徹底強化期間の活

性化を図るほか、関係機関・団体と連携し、着用効果の啓発等着用推進キャン

ペーンを行う。 

 

 

 

４ 道路交通秩序の維持のための町独自の施策 

 

（１）スピード調査隊による自動車等の速度調査の実施 

主要道路を走行する自動車等の平均的な速度を年５回程度調査し、結果を公

表するによって、自動車等の運転者が交通安全に対する意識を高め、安全で安

心な町民の生活を確保することを目指す。 

（２）飲酒運転を根絶するための啓発活動の実施 

飲酒運転の根絶を目指して、平成２６年３月に制定した「阿久比町飲酒運転

根絶に関する条例」第７条の規定に基づき、交通安全県民運動期間内に飲酒運

転根絶町民運動の日を定め、町民等、事業者等及び愛知県等の関係機関と連携

して飲酒運転を根絶するための啓発活動を実施する。 

 （３）「歩行者優先のまち」の推進 

    本町は、令和３年６月に「阿久比町交通安全条例」を改正し、車両使用者と

比較して、弱い立場である歩行者及び交通事故に遭いやすい高齢者や子どもへ

の一層の安全を図ることを、町の基本理念として明文化し、翌７月に「歩行者

優先のまち」を宣言した。 

この宣言の目的を達成するため、交通安全教育、啓発活動等様々な機会をと

らえ、町民に「歩行者優先」の徹底を呼び掛け、事故防止を目指す。 

 

 

５ 救助、救急医療体制の整備 

 

救急業務は、迅速かつ的確な判断に基づく傷病者の最適医療機関への搬送と、

傷病者が医師の管理下へ置かれるまでの応急手当を任務としており、知多中部広
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域事務組合において、救助活動の増大及び事故の種類・内容の複雑多様化に対処

するため、隊員には高度な知識、技術の積極的な取得に努める。 

また、医療機関に対しては、医療需要に対応できるよう整備を推進するととも

に、消防等関係機関との緊密な連携・協力を確保し、救急医療期間内の受け入れ・

連絡体制の明確化等の促進を図る。 

現場において、応急手当を実施することにより、救命効果の向上が期待できる

ことから、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用も含めた応急手当について、消

防機関が行う講習会等による普及啓発活動を推進する。 

 

 

 

６ 救済体制の充実 

 

交通事故相談業務の充実 

交通事故による被害者の救済をより的確に実施するため、ホームページや広

報誌等各種の広報媒体を活用し、交通事故相談活動の周知徹底を図り、交通事

故当事者に対して広く相談の機会を提供する。また、気軽に相談に応じられる

ような体制づくりに努める。 

 

     相談窓口（交通事故の損害賠償や示談等の相談） 

愛知県中区三の丸２－３－２ 愛知県自治センター１階 

愛知県県民相談・情報センター 

（愛知県県民文化局県民生活部県民生活課内） 

 （０５２）９６２－５１００ 

（月曜日から金曜日まで 午前９時から午後５時１５分） 

 

 

 

 

７ 踏切道における交通の安全 

 

   町内には、名古屋鉄道の線路が南北に走り踏切が８か所ある。踏切事故は、長

期的には減少傾向にあるものの、踏切道における事故は、無理な直前横断や落輪

等により重大な事故となることが多い。そのため、学校、沿線住民、道路運送事

業者等を幅広く対象として、関係機関等の協力のもと、交通安全運動などにおい

て広報活動を積極的に行い、踏切道の安全に関する正しい知識の普及に努める。 
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